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潟上市広報紙広告掲載取扱要領
平成22年２月26日
訓令第５号
（趣旨）

第１条　この訓令は、潟上市広告掲載要綱（平成22年潟上市告示第17号。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、潟上市（以下「市」という。）が発行する広報かたがみ（以下「広報紙」という。）に広告を掲載するに当たって必要な事項を定めるものとする。
（広告の種類）

第２条　広報紙に掲載する広告の種類は、紙面による広告とする。
　（広告の掲載位置）

第３条　広告の掲載位置は、市が指定する位置とする。
（広告の規格等）
第４条　広告の規格及び枠数は、別表第１のとおりとする。
（広告の掲載回数）

第５条　広告の掲載回数は、同一の者について、最大12回とする。ただし、年度を越える期間を指定することはできない。
（広告掲載の申込み）
第６条　広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、広告を掲載しようとする広報紙発行日の前々月の末日までに市長に申し込まなければならない。ただし、その日が潟上市の休日を定める条例（平成17年潟上市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その前日とする。
２　広告の申込みは、１号につき１枠とする。ただし、申込者数が募集枠数に満たないときは、同一ページに隣り合う２枠を１広告として申し込むことができる。
３　申込者は、１回の申込みにつき６号分を上限に、連続して、又は複数号の申込みをすることができる。
（広告掲載料）
第７条　広告掲載料は、別表第２のとおりとする。
（広告掲載の募集）

第８条　広告掲載の募集は、広報紙及び市ホームページ等により行うものとする。
（広告掲載料の納付）
第９条　市が広告掲載を可とした者は、広告掲載料を市長の指定する期日までに、申込期間分を一括して納付しなければならない。
（その他）
第１０条　この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この訓令は、平成22年３月１日から施行する。
別表第１（第４条関係）

広告の規格及び枠数

	広告の名称
	規　　　格
	枠　数
	掲載位置

	１号広告
	１枠
	縦124ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横90ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
	４枠
	裏表紙

	
	２枠
	縦124ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横185ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
	
	

	２号広告
	１枠
	縦45ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横90ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
	４枠
	中ページ最下段

	
	２枠
	縦45ﾐﾘﾒｰﾄﾙ、横185ﾐﾘﾒｰﾄﾙ
	
	


※広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがあります。
別表第２（第７条関係）

１　広告掲載料の単価

	区　　分
	広告掲載料

	１号広告
	１枠
	20,000円

	
	２枠
	40,000円

	２号広告
	１枠
	5,000円

	
	２枠
	10,000円


２　連続して掲載する場合の広告掲載料は、単価に回数を乗じた額とします。







